
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
四
十
九
号

国
際
受
刑
者
移
送
法
施
行
令

内
閣
は
、
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
刑
法
等
の
適
用
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
一
条
　
国
際
受
刑
者
移
送
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第

三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

刑
法
（
明
治
四
十
年

法
律
第
四
十
五
号
）

第
三
十
二
条

そ
の
執
行

同
法
第
二
条
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百

三
十
一
号
）

第
五
百
三
条

第
五
百
条
及
び
前
二
条

前
条

第
五
百
四
条

第
五
百
条
、
第
五
百
一
条
及
び
第
五
百
二
条

第
五
百
二
条

第
五
百
七
条
、
第
五
百
八
条
、

第
五
百
九
条
第
一
項
、
第
五

百
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
五
百
十
二
条
、
第
五
百
十

四
条
並
び
に
第
五
百
十
五
条

第
四
項

裁
判
の

共
助
刑
の

第
五
百
十
三
条
第
一
項

「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」

「
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
」

「
裁
判
の
執
行
」

「
共
助
刑
の
執
行
」

第
五
百
十
三
条
第
九
項
及
び

第
十
項

第
一
項
及
び
第
六
項

第
一
項

少
年
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
六
十

八
号
）

第
五
十
六
条
第
三
項

刑
法
第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
十
六
条
第
一
項

第
六
十
一
条

家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
さ
れ
た
少
年
又
は
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
者

少
年
の
と
き
犯
し
た
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条

第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪
に
よ
り
同
条
第
五
号

の
受
入
移
送
に
よ
る
引
渡
し
を
受
け
た
者

第
六
十
七
条
第
四
項

特
定
少
年

特
定
少
年
（
十
八
歳
以
上
の
少
年
を
い
う
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）

第
六
十
八
条
本
文

特
定
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
条

特
定
少
年
の
と
き
犯
し
た
国
際
受
刑
者
移
送
法
第

二
条
第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪
に
よ
り
同
条
第

五
号
の
受
入
移
送
に
よ
る
引
渡
し
を
受
け
た
場
合

に
お
け
る
第
六
十
一
条

更
生
保
護
法
（
平
成

十
九
年
法
律
第
八
十

八
号
）

第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号

第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
三
十
五
条
第
一
項

　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号

第
三
十
九
条
第
四
項
（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
三
十
九
条
第
四
項

第
三
十
三
条

少
年
法
第
五
十
八
条
第
一
項

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
二
条

　

第
三
十
九
条
第
一
項

刑
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
仮
釈
放
を
許
す
処
分
及
び
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
仮
出
場
を
許
す
処
分

刑
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
仮
釈
放
を
許
す

処
分

第
五
十
条
第
一
項
第
三
号

第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
六
十
八
条
の
七
第
一
項

第
三
十
九
条
第
三
項

第
五
十
条
第
一
項
第
四
号

第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
八
条
の
七
第
一

項
（
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
三
十
九
条
第
三
項

第
五
十
条
第
一
項
第
五
号

転
居
（
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
又
は
少
年
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
（
以
下
「
収
容
可
能
期

間
」
と
い
う
。
）
の
満
了
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
場
合
に
前
号
の
規
定
に
よ
り
居
住
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
住
居
に
転
居
す
る
場

合
を
除
く
。
）

転
居

第
五
十
一
条
第
二
項

次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
五
十
二
条

第
五
十
二
条
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第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
、
刑
法
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
五
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
並

び
に
少
年
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項

刑
法
第
二
十
九
条
第
一
項

第
五
十
四
条
第
二
項

懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
て
そ

の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

こ
と
（
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
時
に
他
に
執
行
す
べ
き
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
り
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
を
釈
放
す
る
と
き
、
又
は
第
四
十
一
条
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
若
し
く
は
収
容
可

能
期
間
の
満
了
に
よ
り
保
護
処
分

懲
役
又
は
禁
錮
の
刑

第
五
十
五
条
第
二
項

懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
第
三
十
九
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特

別
遵
守
事
項
（
そ
の
者
が
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
猶
予
期
間
中
の
保
護
観
察
に
お
け
る
特
別
遵
守
事
項
を

含
む
。
）
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
に
つ
い
て
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間

の
執
行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
が
定
め

ら
れ
た
と
き
、
又
は
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
第
四
十
一
条
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別

遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
若
し
く
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了

懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い

る
者
に
つ
い
て
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の
決
定

　

第
六
十
三
条
第
八
項

第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
十
条
第
一
項

第
七
十
六
条
第
一
項

　

第
六
十
三
条
第
九
項

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
決
定
又
は
第
七
十
五
条
第
一
項
の
決
定

第
七
十
五
条
第
一
項
の
決
定

　

第
八
十
四
条

第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
及
び
前
条
第
一
項

第
八
十
二
条
第
一
項

　

第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第

四
項
並
び
に
第
八
十
六
条
第

二
項
及
び
第
三
項

刑
事
上
の
手
続

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

命
令

　

第
八
十
五
条
第
一
項
第
二
号

懲
役
、
禁
錮
又
は
拘
留
の
刑

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
共
助
刑

第
八
十
六
条
第
一
項

前
条
第
一
項
各
号

前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号

同
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
又
は
第
九
号

同
項
第
一
号
又
は
第
二
号

第
八
十
六
条
第
二
項

前
条
第
一
項
各
号

前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号

　

第
九
十
七
条
第
一
項

特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
特
定
の
者
に
対
す
る
復
権

国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
共
助
刑
の
執
行
の
減
軽
及
び
免
除

（
法
第
四
十
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
交
通
費
の
免
除
）

第
二
条
　
法
第
四
十
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
交
通
費
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
入
受
刑
者
は
、
そ
の
釈
放
の
時
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
、
免
除
を
求
め
る
額
そ
の
他
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
法
務
大

臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
免
除
は
、
受
入
受
刑
者
の
釈
放
の
時
に
こ
れ
を
行
う
。
た
だ
し
、
釈
放
の
時
に
免
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
釈
放
後
速
や
か
に
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
八
日
政
令
第
一
九
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
二
三
日
政
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
更
生
保
護
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
五
日
政
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
少
年
院
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
五
日
政
令
第
一
九
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第
三
四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
七
日
政
令
第
一
六
三
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
四
日
政
令
第
二
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
一
〇
日
政
令
第
三
二
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
一
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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